
添付資料 
被ばく線量の分布等について 

 

１．被ばく線量 
  福島第一原子力発電所にて放射線業務に従事した作業者の過去３ヶ月の外部被ば

く線量分布（各月別の全入域者数）を表１に示す。 
 
表１ 

東電
社員

協力
企業 計

東電
社員

協力
企業 計

東電
社員

協力
企業 計

100超え 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75超え～100以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50超え～75以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20超え～50以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10超え～20以下 0 34 34 1 24 25 0 5 5

5超え～10以下 2 239 241 11 306 317 3 80 83

1超え～5以下 104 1,351 1,455 138 1,613 1,751 100 1,085 1,185

1以下 872 3,656 4,528 848 3,610 4,458 812 3,670 4,482

計 978 5,280 6,258 998 5,553 6,551 915 4,840 5,755

最大（ｍＳｖ） 5.40 17.44 17.44 10.90 19.76 19.76 5.74 14.57 14.57

平均（ｍＳｖ） 0.45 1.19 1.07 0.59 1.33 1.22 0.46 0.82 0.76

区分（ｍＳｖ）
H25.3月H25.2月 H25.4月

※これらの数値は入域毎のＡＰＤ値の積算値を用いているが、積算型線量計による月間線量値へ置き換える 

 こと等により変動することがある。 

 

２．外部被ばく線量と内部被ばく線量の合算値 
福島第一原子力発電所にて放射線業務に従事した作業者の３月末（H23.3.11～

H25.3.31）と４月末（H23.3.11～H25.4.30）の累積線量分布の比較を表２に、４月末
（H25.4）の累積線量分布を表３に示す。 
表２ 

東電
社員

協力
企業

計
東電
社員

協力
企業

計
東電
社員

協力
企業

計

250超え 6 0 6 6 0 6 0 0 0

200超え～250以下 1 2 3 1 2 3 0 0 0

150超え～200以下 22 2 24 22 2 24 0 0 0

100超え～150以下 117 17 134 117 17 134 0 0 0

75超え～100以下 236 69 305 238 69 307 2 0 2

50超え～75以下 299 516 815 301 531 832 2 15 17

20超え～50以下 612 3,504 4,116 612 3,564 4,176 0 60 60

10超え～20以下 494 3,488 3,982 495 3,501 3,996 1 13 14

5超え～10以下 413 3,208 3,621 422 3,257 3,679 9 49 58

1超え～5以下 612 6,008 6,620 624 6,068 6,692 12 60 72

1以下 900 6,418 7,318 942 6,601 7,543 42 183 225

計 3,712 23,232 26,944 3,780 23,612 27,392 68 380 448

最大（ｍＳｖ） 678.80 238.42 678.80 678.80 238.42 678.80 - - -
平均（ｍＳｖ） 24.73 10.28 12.27 24.40 10.28 12.23 - - -

区分（ｍＳｖ）
H23.3～H25.3月 H23.3～H25.4月 増 減

  ※外部線量の数値は入域毎のＡＰＤ値の積算値を用いているが、積算型線量計による月間線量値へ置き換え     

ること等により変動することがある 

※Ｈ23．10月以降、有意な内部取り込みは認められていない 

※内部被ばく線量については、一部、再確認作業を行っており、今後、修正が生じる場合もある  



表３ 

東電
社員

協力
企業

計

100超え 0 0 0

75超え～100以下 0 0 0

50超え～75以下 　 0 0 0

20超え～50以下 0 0 0

10超え～20以下 0 5 5

5超え～10以下 3 80 83

1超え～5以下 100 1,085 1,185

1以下 812 3,670 4,482

計 915 4,840 5,755

最大（ｍＳｖ） 5.74 14.57 14.57

平均（ｍＳｖ） 0.46 0.82 0.76

H25.4月
区分（ｍＳｖ）

※外部線量の数値は入域毎のＡＰＤ値の積算値を用いているが、積算型線量計による月間線量値へ置き換え 

ること等により変動することがある。 

 
３．特定高線量作業従事者の外部被ばく線量と内部被ばく線量の合算値 
特定高線量作業従事者※１の累積線量分布を表４に示す。 
 
表４ 

100超え 0 0 0 0

75超え～100以下 0 0 0 122

50超え～75以下 0 0 0 184

20超え～50以下 0 0 0 212

10超え～20以下 0 0 0 60

5超え～10以下 2 5 3 63

1超え～5以下 98 125 86 43

1以下 506 500 610 15

計 606 630 699 699

最大（ｍＳｖ） 5.40 7.60 5.74 95.00

平均（ｍＳｖ） 0.71 0.85 0.64 43.93

区分（ｍＳｖ）
H23.3月
～H25.4月

H25.3月H25.2月 H25.4月

 
（４月は特定高線量作業従事者の内、213名については入域実績なし） 

※１ 特定高線量作業従事者 

電離放射線障害防止規則第７条の緊急被ばく限度（100ｍSv）が適用されるとされている作業に従事する

者。具体的には、発電所に属する原子炉施設並びに蒸気タービン及びその付属設備又はその周辺の区域であ

って、その線量が１時間につき 0.1ｍSv を超えるおそれのある場所において、原子炉施設若しくは使用済燃

料貯蔵槽を冷却する設備の機能を維持するための作業を行うとき又は原子炉施設の故障、破損等により多量

の放射性物質の放出のおそれのある場合に、これを抑制若しくは防止するための機能を維持するための作業

に従事する者を指す。 

なお、これまでの特定高線量作業従事者については東電社員のみが対象者である。 

 
以 上 


